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日 本 薬 剤 師 会     

会 長  児 玉  孝  

 

新型インフルエンザ「基本的対処方針」の改定等について 

 

平素より、本会会務に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

政府は、今回の新型インフルエンザ（Ａ／Ｈ１Ｎ１）が既に本格的な流行期に入っ

ている状況を受け、「基本的対処方針」の改定等を行いました（下記参照）。 

なお、「基本的対処方針」三（二）に示されている「新型インフルエンザ（Ａ／Ｈ１

Ｎ１）ワクチン接種の基本方針」については、別途お知らせいたします。 

Ⅰ．「基本的対処方針」の改定 

改定された「基本的対処方針」では、今回のウイルスの特徴を踏まえ、①国民生活

や経済への影響を最小限に抑えつつ、感染拡大を防ぐとともに、②重症者や重篤化し

やすい基礎疾患を有する者等を守るという目標を掲げて対策を講じ、感染者の急激な

増大を可能な限り抑制し、社会活動の停滞や医療機関の負担を可能な限り減らし、重

症者への医療を確保するため、的確な対応を行っていく必要があるとされております。 

Ⅱ．「医療の確保、検疫、学校・保育施設等の臨時休業の要請等に関する運用指針（改

定版）」の改定 

医療については、「基本的対処方針」に則り厚生労働大臣が定める「医療の確保、検

疫、学校・保育施設等の臨時休業の要請等に関する運用指針」に基づいて行われてお

り、今回、基本的対処方針の改定に併せて改定され、二訂版が示されました。 

二訂版では、慢性疾患等を有する定期受診患者については、感染機会を減らすため

長期処方を行うことや、発症時には電話による診療でファクシミリ等による抗インフ

ルエンザウイルス薬等の処方ができることについて、改めて周知されています。また、

このことについては、厚生労働省新型インフルエンザ対策推進本部より都道府県等宛、

Ｑ＆Ａを示した事務連絡が発出されております。 

Ⅲ．「ファクシミリ等による処方せんの送付及びその応需等に関するＱ＆Ａについて」

（事務連絡） 

当該事務連絡は、８月２８日付け厚生労働省新型インフルエンザ対策推進本部事務



連絡「新型インフルエンザ患者数の増加に向けた医療提供体制の確保等について」の

別添３－６「新型インフルエンザ患者数が急速に増加している場合のファクシミリ等

による処方せんの送付及びその応需に関する留意点について」に関するものです。通

常の診療体制における処方せん発行、応需に関する運用が示されているものではない

ことに、十分ご留意下さい。 
また、Ｑ＆Ａの問３では、電話による診療でのファクシミリ等による抗インフルエ

ンザウイルス薬等の処方が可能となるのは、都道府県の判断によるとされており、事

前に都道府県等、保健所、医師会及び薬剤師会等の地域の医療関係者により十分な協

議を行い、混乱なく実施できるよう留意することとされています。 

更に、問５では、ファクシミリ等による処方せんに基づき調剤された薬剤の受け渡

しは、患者の同居者等が行うこととされており、必ずしも薬局が患家に届ける必要は

ないとされています。 

貴会ならびに支部薬剤師会におかれましては、自治体や医師会等、関係先と十分な

連携を図り対応されますよう、お願いいたします。 

 

記 

 

１．基本的対処方針（平成２１年１０月１日．新型インフルエンザ対策本部）、新旧

対照表 

 

２．医療の確保、検疫、学校・保育施設等の臨時休業の要請等に関する運用指針（二

訂版）（平成２１年１０月１日．厚生労働省）、新旧対照表  

 

３．ファクシミリ等による処方せんの送付及びその応需等に関するＱ＆Ａについて 

（平成２１年１０月２日．厚生労働省新型インフルエンザ対策推進本部事務連

絡） 

 

以 上 

 

 






























































